
県庁における「働き方改革」実現のための行動計画の取組状況一覧

※取組状況欄の下線は12月末時点から更新された箇所

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度

１　業務の見直し

（１）各部局における業務の

　　見直し

28年度の取組も踏まえた業務の見

直し

見直しの方針

と時期の決定 各部局

（２）職員提案を活かした業務

　　改善

施策提案およびキラリひらめき改善

運動を活用した業務の見直し

各部局

(行政経営企画室)

・施策提案・キラリひらめき改善運動について6/30までを集中受付

期間として提案を募集

・改善運動等の成果と改善のアイデアを庁内で共有するため、ハンド

ブックを作成し庁内に周知

・全庁ライブラリに専用のフォルダを新設し、業務改善につながる事

例・ツールを紹介

・募集キャンペーン実施（9月、11月、1月）

・優秀な提案に対し表彰を実施（3月）

（３）業務の委託化
業務の委託化（集中化の上委託化す

るものを含む）の導入拡大の検討 方針決定

各部局

(行政経営企画室)

・民間事業者のアイデア等を積極的に活用し、新たなアウトソーシン

グの実現等を図るため、アウトソーシングにかかる民間提案募集要綱

を策定し、提案の受付を開始

・予算編成作業の中で、働き方改革に資する委託等について検討

２　適正な人員配置の一層の推進と人事評価への反映

①業務量や時間外勤務の状況に応じ

た適正な人員配置
人事課

・大規模イベントによる業務増に係る対応状況について全国照会し、

先行自治体での参考事例を情報収集

・検討結果を反映して、平成30年度執行体制を整備

②人事異動の時期および回数の見直

し 方針決定
人事課

・定期人事異動を4月以外に行っている県（佐賀、長崎）の状況を簡

易調査

・本庁・地方機関各所属の業務遂行状況や職員の状況を調査

・定期人事異動を4月以外に行っている他府県の実情や課題を調査

（京都府）

・必要に応じて年度途中における人事異動を実施

（１）業務量に見合った人員

　　配置

具体的な取組項目 取組内容
取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

各部局において見直しを実施

見直しの検討

検討・実施

対象業務の洗い出し、検討 委託化

集中受付期間の設定等による募集の促進

業務見直しへの活用

※施策提案・キラリひらめき改善運動

平成29年度提案件数 ２７３件（のべ６６７人）

・29年３月までに見直しを行った件数 全部局計７２２件

・29年４月から30年３月までに見直しを行った件数 同８５５件

うち、11月に実施した「一係一実践運動」によるもの

４３０件
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

（２）人事評価への反映
職場での積極的な協力・支援や業務

改善への取組の人事評価への反映

（制度改正）
人事課

・人事評価制度における一般職員層の行動例について、職場での積極

的な協力・支援や業務改善への取組が評価に反映されるよう変更し、

職員に周知。

（管理職層においては従来から効率的業務運営力を能力発揮度評価項

目に掲げ、人事評価に反映済み。）

（３）繁閑調整のための仕組み

　　づくり

年度途中での業務量の変化に対応し

た、部局内、所属内、係内の応援体

制構築の運用基準の検討

人事課

・年度途中における各部局での業務の繁閑や優先度等に応じた人員配

置および応援体制を機動的かつ円滑に実施するための運用基準を策定

３　仕事の効率化

（１）会議等の効率化

会議開催に係るルール

（H27.11.27制定）の見直しと定

着に向けた取組

各部局

(行政経営企画室)

（２）庁内照会業務の見直し
庁内照会ルール（H27.11.27制

定）の見直しと定着に向けた取組

各部局

(行政経営企画室)

（３）事務マニュアルの整備
事務マニュアルが必要な業務の洗い

出しおよび整備（更新）
各部局

・仕事の効率化推進期間の取組の一つとして、業務手順の点検を通

じ、共有化・マニュアル化できる業務の洗い出しを実施

（４）業務の一元化

部局ごと、所属ごとに行うよりも一

元化して実施する方が効率的となる

業務の一元化の検討

各部局

（人事課）

・新規採用職員にかかる一部の用品調達を一括発注（総務・会計）

・臨時的任用職員の部内一括採用および部内での計画的な勤務の実施

（県生）

・地方機関に対する管内市町等あて通知等の発出依頼を見直し、本庁

から市町等へ直送またはひな形を示す方式に見直し（農水）

・ルールを機能させるためチェックリストを見直し、仕事の効率化推

進期間（８月～９月）の取組の一つとして、チェックリストによる

ルール順守状況の確認を推進

検討 実施

ルールの見直し ルールの定着に向けた取組

業務の洗い出し

業務の洗い出し 一元化

整備（更新）

課題の整理と検討

運用・運用状況を踏まえた見直しの検討

ルールの見直し ルールの定着に向けた取組

※仕事の効率化推進期間中の順守状況

・会議ルール 項目全体84.5％（一部の項目は５～６割程度）

・照会ルール 項目全体96.7％（一部の項目は８割程度）

※仕事の効率化推進期間における取組報告

３８所属５１件

※平成29年度の運用状況

業務増対応：７件、病休者等対応：７件
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

①働き方改革を支えるＩＣＴ基盤の

整備に向けた検討 方針決定
情報政策課

・次期びわ湖情報ハイウェイ（予定：H30.10～整備着手）の検討の

ため、全庁の無線環境整備等を内容とするRFI（事業者に対する情報

提供依頼）を実施

・次期総合事務支援システム（予定：H30.12～整備着手、H31.9～

運用）の検討のため、働き方改革に資すると考えられる機能の導入等

を内容とするRFIを実施

・RFI参加各事業者に対する詳細の聞き取り、要求機能等の検討

②効率化のためのシステム導入の検

討（議事録作成のための音声認識シ

ステム等）
方針決定

情報政策課

・音声認識を活用した議事録自動作成、ＡＩを活用した業務マニュア

ルやＱ＆Ａ作成について既存のシステムやクラウドサービスの情報を

収集

・音声認識を活用した議事録作成支援等について、システム導入予算

を要求

・音声認識システムを試験導入し、庁内から会議等の音声収録データ

の提供を受けて、自動テキスト変換の実証実験を実施（11～12月

59件）

③web会議システムの利用促進 情報政策課

・在宅勤務におけるＷｅｂ会議（課内協議、係会議）を試行（計５

回）し、得られた課題に対する改善方法や利用のポイント等を踏まえ

て「利用の手引き」を改正

・説明会等の様子をビデオ録画してシステムで配信する方法を検討

し、「情報セキュリティセミナー」や「ＩＣＴ推進戦略懇話会」にお

いて実証実験を行うとともに、実施手順の簡易マニュアルを全庁ライ

ブラリに掲載

・庁内ネットワークのインターネット分離に伴い、「利用の手引き」

等を改正

④タブレット等の利用促進（平成

28年度調達のタブレット等の有効

活用）と現場業務でのタブレット導

入の検討 方針決定

情報政策課

各部局

・知事室、副知事室、県公館、各部長室等の庁内LANを無線化し、タ

ブレットの利便性を向上するとともに、タブレット以外にも本庁各課

のノート型共通事務端末を希望に基づき無線LAN用に設定

・部長協議、部内課長会議でのタブレット利用（県生）

・タブレット端末の活用による協議の効率化（琵環）

（６）目標を見据えた計画的

　　な業務の推進

上司と部下がスケジュールと進捗状

況の共有を図る仕組みの推進

スケジュール

の共有
各部局

(行政経営企画室)

仕事の効率化推進期間の取組の一つとして、総合事務支援システムの

スケジュール機能等を活用した職場全体のスケジュールの共有を推進

する取組を実施。

（５）機械化・ＩＣＴ活用

　　による効率化

進捗状況の共有

・拡充の検討

機能等検討 調達、整備着手

各部長室等無線環境整備 継続実施
部長室等でﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ会議実施

利用促進に向けた検討と実施

改善・

機能拡充

機能等検討 調達、整備着手

ニーズの把握、検討 端末導入

※仕事の効率化推進期間における取組報告

６７所属７６件

※web会議システム利用状況（平成29年度）

１２０回（前年同期６２回）
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

４　意思決定過程の見直しと権限委譲

（１）本部組織の見直し

原則廃止も含めた本部組織の抜本的

見直し、会議の開催方法見直し、庁

議との関係の見直し

企画調整課

人事課

【本部組織】

・各本部組織の運営状況（開催実績等）の把握

・本部組織見直しの判断基準について庁内検討、決定

・本部組織の見直しの基準を各所属へ通知し（８月）、各所属におい

て見直しを実施

・見直し状況を庁内で共有した上で廃止・休止について再検討を依頼

・再検討の結果、37本部中、１４本部を廃止、１本部を休止

【庁議】

・廃止される本部の所管事項に関して全庁的な議論等が必要な場合

は、庁議を活用することを検討

①事務決裁規程における決裁権者と

合議先の見直し
人事課

②庁内における事前協議などの事務

手続きの見直し

各部局

人事課

財政課

（２）必要に応じた権限委譲

・先行取組事例を紹介するとともに、各所属での仕事の効率化に向け

た取組も踏まえた決裁区分の見直しについて検討を進めた。併せて、

各部局において個別決裁事項や協議の運用を見直しを実施

【決裁区分の見直し】

・「公有財産購入費」および「補償、補填および賠償金」の契約締結

　に係る本庁の決裁権および地方機関の長の専決額を見直し

【合議の見直し】

（人事課）

・以下について、人事課長合議を廃止

　①訴訟に係る受任者・代理人の指定

・以下について、人事課長合議を係長合議に変更

　①附属機関の委員の任免(軽易なもの）

　②臨時・非常勤の調査員、嘱託員およびこれらに準ずる職員の任

　　免、報酬額の決定等

　③日々雇用職員の雇用および賃金の決定、旅費の調整

（財政課）

・以下について、財政課長合議を廃止

　①講師謝金に係る報償費

　　（予算単価に基づき予算計上し、同内容で執行する場合）

　②補助金の額の確定および委託料の精算

・以下について、総務部長または財政課長合議を廃止

　①行政財産の使用許可（内容の変更がない更新、自動販売機設置

　　に係るもの）

　②普通財産の有償貸付および無償貸付または減額貸付（内容の変

　　更がない更新、軽微な変更）

（県民活動生活課）

・以下について、県民活動生活課長合議を廃止

　①個人情報取扱事業者等に対する報告の徴収、立入検査

見直しを実施 見直し結果に沿った運用

見直しを検討 改正規程の施行

運用見直しを検討
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

５　管理職員等によるマネジメントの強化

（１）時間管理の徹底

①業務量の平準化のための事務分掌

の見直し

②部局長または所属長による応援体

制の構築

③時間外協議の原則禁止

④所属長や部局長による時間外勤務

命令の実施

⑤終礼実施時刻の前倒し

恒常的な取組

として実施 各部局

行政経営企画室

・受験申込書の審査業務を課内全体（審査経験者）で体制を構築して

遂行（健福）

・事務所内の一部の課で対応してきた水防待機について、事務所内全

員で対応することに改め、職員の負担の平準化を図った（農水）

・出納整理期間中における業務量の増加に対応するため、地域会計係

を含む局内の応援体制をとった（会計）

①出退勤時刻の把握 人事課

②出退勤管理の見直しの検討 人事課

①管理職層に対するマネジメントに

かかる研修の実施
人事課

・マネジメント能力向上のための研修を実施

（課長級研修、参事級研修　選択型研修（マネジメントコース：リー

ダーとしての業務改善　等））

・研修の評価と改善点の検討

・研修計画見直し検討

・係長のOJTやマネジメントへの支援策の策定

・研修計画策定

・OJTの取組状況の把握

②係長に対するＯＪＴ支援のための

研修の実施
人事課

・係長級研修、OJT 推進員研修、選択型研修（マネジメントコー

ス：リーダーとしての業務改善　等）を実施

・研修の評価と改善点の検討

・研修計画見直し検討

・係長のOJTやマネジメントへの支援策の策定

・研修計画策定

・OJTの取組状況の把握

（２）出退勤管理の見直し

・先進県（徳島県、奈良県、埼玉県）の事例を聞き、本県における職

員の在庁時間の把握方法について検討を進めた

・パソコンのログオン・ログオフデータを基にした在庁時間把握につ

いて、総務部による試行を踏まえ、１月から、行政委員会等を含め、

全庁で試行を実施

（３）マネジメント能力の

　　向上に向けた職員研修

　　の実施

継続して実施

時間外勤務実績の状況に応じて

さらなる取組を検討

既存の仕組みの中で時間外勤務実績

との突合手法を検討・実施

先進事例の収集、管理手法の検討 新たな出退勤

次年度に向けた見直し

次年度に向けた見直し

職員研修の実施

職員研修

の実施
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

①３６協定の内容の職員への周知
職員研修

の実施 人事課

・5月24日開催の管理職研修において、滋賀労働局に講義を依頼し、

管理職員の労働法令遵守意識徹底を図った

②自主点検の実施
自主点検

の実施

自主点検

の実施
各部局

（人事課）

・昨年度の協定遵守状況に係る自主点検を行い、限度時間を超えてい

た所属において、原因分析と再発防止の取組の徹底を図った

・今年度上半期における協定遵守状況に係る自主点検を行い、限度時

間を超えていた所属において、原因分析と再発防止の取組の徹底を

図った

６　計画的な人材育成と職員の意識改革

（１）職員としての基本的な

　　資質の養成

職員のより一層のスキル向上や業務

効率化に資する職員研修の実施

各部局

（人事課）

・職員の基本的な資質の養成のため階層別のステップアップ研修を実

施（新規採用職員研修、主任主事･主任技師級研修、主査級研修等）

するとともに、強みを伸ばし、弱みを克服するための選択型研修（ス

キルアップコース：残業なしの仕事術等）を実施

・人材育成ハンドブックが職場で活用され、ＯＪＴが推進されるよ

う、OJT 推進員研修、係長級研修等において人材育成ハンドブック

を活用して研修を実施

・研修の評価と改善点の検討

・研修計画見直し検討

・研修計画策定

（２）コスト意識の向上と業務

　　改善に取り組む職場風土

　　づくり

キラリひらめき改善運動や気づき

ノートの活用等を通じた職員による

業務改善に向けた取組の推進、「相

互配慮時間」の奨励

各部局

人事課

行政経営企画室

・施策提案・キラリひらめき改善運動について6/30までを集中受付

期間として提案を募集。（再掲）

・仕事の効率化推進期間中、「気づきノート」の活用事例を紹介し、

日々の業務の効率化・見直しの呼びかけを実施

・職場研修「ワーク・ライフ・バランスと働き方改革」の実施（8月

～12月）

・キラリひらめき改善運動の募集キャンペーンを実施し、働き方改革

の取組に対する改善策やアイデアを職員から募集

（４）３６協定違反防止の

　　ための取組

集中受付期間の設定等による募集の促進

あらゆる機会をとらえ周知

職員研修の実施

※キャンペーン期間中に寄せられた働き方改革の取組に資す

る改善提案等

３７件
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

７　働きやすい職場環境の整備

①テレワークやサテライトオフィス

などの働き方の多様化の推進・検討

　在宅勤務

　制度導入
人事課

情報政策課

【在宅勤務】

・在宅勤務制度の要領等を整備し、４月から本格導入。

・7月に掲示板（庁内向けお知らせ）で職員に向けて制度の周知を行

い、また報道機関に対して情報提供を実施

・在宅勤務の現状把握をするため、総務部職員への聞き取り調査を実

施

【サテライトオフィス勤務】

・県庁新館に設置しているサテライトオフィスの利用促進のため、職

員への周知を実施

・地方機関のサテライトオフィス設置に向け、他府県の調査を行い、

8月には職員アンケートを実施してニーズの把握を行った上で、湖東

合同庁舎において実証実験を実施

・サテライト勤務のメリットや問題点等を把握するため、実証実験を

行った職員への聞き取り調査を実施。

②勤務時間制度のさらなる弾力化の

検討（遅出等勤務、振替、フレック

スタイム等） 方針決定

人事課

・現在導入している多様な働き方の制度について整理した上で、勤務

時間制度のさらなる弾力化について、メリットと課題を中心に検討を

実施

・先行する他県（埼玉県、奈良県）の調査を実施

・７～９月まで夏季朝型勤務を実施

（１）多様な働き方の推進

実施状況を踏まえた見直し、さらなる方策の検討

検討

在宅勤務の実施状況（平成29年度）

実施者数 ２３人 ／ 実施件数 のべ８２件

サテライトオフィス勤務実証実験の実施状況

実施者数 ９人 ／ 実施件数 のべ１９件
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成30年度
具体的な取組項目 取組内容

取組スケジュール 取組の中心

となる課室
3月までの取組状況

③男性職員の育児休業の取得の促進
各部局

（人事課）

・「子育てハンドブック」を更新し、改めて休暇等制度について周知

を行った

・イクボス宣言の趣旨を踏まえ、「お父さんの子育てプラン」の作成

や、「知事からのメッセージ」の送付など、育児参画に向けた意識啓

発を実施した

・イクボス意識向上の取組として、管理職員を対象に「イクボス度調

査」を6月に実施した

・イクボス意識向上の取組として、管理職員を対象に「イクボス度調

査」を実施した他、「イクボスメールマガジン」を配信した

①遅出等勤務の活用および週休日の

振替の徹底
各部局

・県政経営幹事会議において、遅出等勤務の実施を各部局に呼びかけ

②長時間勤務職員に対する保健指導

の実施
総務事務・厚生課

・毎月、産業医による長時間勤務職員に対する面接指導を実施、該当

所属長へ「長時間労働による健康影響について」情報提供（6月か

ら）

③長時間労働のリスクなどの周知 総務事務・厚生課

・５月に「長時間労働による健康影響について」産業医による講演を

実施（衛生管理者・衛生推進者等講習会に於いて）、受講者に各職場

へ伝達依頼

・６月に「長時間労働による健康影響について」各所属長へ情報提

供、「福利厚生だより」に掲載し全庁周知

（２）健康管理の充実

継続して実施

研修の実施・あらゆる機会を捉え周知

保健指導の実施

継続して実施

※長時間労働を行った職員の報告件数（平成29年度）

１６１人（平成28年度 ５２０人）

うち、面接指導者数 ７９人（平成28年度 １２２人）

※男性職員の育児休業取得率

平成30年3月末時点の暫定取得率 １６．９％

（平成28年度 １５．７％）
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